
一
頁 

電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
表 

 

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
） 

  
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
前
に
申
請
の
行
わ
れ
た
電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
の
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
試
験
の
申
請
）  

第
十
六
条 
（
略
） 

  

（
試
験
を
免
除
す
る
場
合
の
手
数
料
） 

第
十
六
条
の
二 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
別
表

第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
試
験
科
目
の
全
部
に
つ
い
て
試
験
を
免
除
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
九
、
五
〇
〇
円
と
し
、
試
験
科
目
の
う
ち
の
一
部
の
科
目
に
つ
い

て
試
験
を
免
除
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
八
、
七
〇
〇
円
か
ら
試
験
を
免
除
す
る
試

験
科
目
の
数
に
七
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 

（
試
験
の
通
知
）  

第
十
七
条 

総
務
大
臣
又
は
指
定
試
験
機
関
は
、
第
十
六
条
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
申
請
者
に
試
験
科
目
、
日
時
及
び
場
所
を
通
知
す
る
。 

（
試
験
の
申
請
）  

第
十
六
条 

（
略
） 

        

（
試
験
の
通
知
）  

第
十
七
条 

総
務
大
臣
又
は
指
定
試
験
機
関
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
申

請
者
に
試
験
科
目
、
日
時
及
び
場
所
を
通
知
す
る
。 

別添２ 


